
◇手洗い・消毒
◇マスク着用
◇咳エチケット
◇三つの密を避けて過ごす
◇人と人との距離の確保

５月１４日、緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロ
ナウイルスの有効な治療法やワクチンが開発されるまで、
完全に感染を抑え込むことは難しく、⾧期化すると考えら
れます。これからの時季は、熱中症の対策もしつつ、感染
拡大を防止するため、新しい生活様式を実践しましょう。

６月６日（土） 隣組⾧会
６月７日（日） クリーンシティおおのじょう
６月１１日（木）足元気教室
６月１３日（土）花いっぱい運動
６月１６日（火）子育てサロンすくすくくらぶ
６月２０日（土）ブロック員全体会議

７月９日（木） 足元気教室
７月１２日（日）若草マチピカ運動
７月１８日（土）夜間パトロール
７月２１日（火）子育てサロンすくすくくらぶ

運動公園に
駐輪場ができました

１丁目の若草運動公園の隅に駐輪
場ができました。公園に来られた
際にはご利用ください。
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 対面ではなく横並びで
 持ち帰り、デリバリーも
 宴会は、大皿、返杯を避ける

 少人数ですいた時間に
 電子決済の利用
 レジでは前後にスペース

 テレワーク、時差出勤
 オンライン会議
 徒歩や自転車通勤

 公園はすいた時間、場所で
 ジョギングは少人数で
 筋トレは自宅で動画を活用

http://www.kouminkan.info/onojo/wakakusa/

新しい生活様式を実践しましょう

若草１丁目９番地、若草運動公園横のふれあい
農園で、１区画（１８㎡）募集しています。

① ３密を避ける
② 手指消毒とマスクの着用
③ 室内の換気（１時間に１回１０分）
④ 入場者の制限（１部屋１０人）
⑤ 参加者の氏名・住所・電話番号の記入
⑥ 発熱している人、体調が悪い人の利用禁止
⑦ 入館時に検温


